
�愛媛県告示第８３２号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２３年６月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変更前 変更後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ジョー・プラ 松山市朝生田町五丁
目１番２５号

大規模小売店舗内において小
売業を行う者

株式会社ママイほか
１３者

株式会社ママイほか
１４者

平成２２年
１１月１日
外

平成２３年
６月１７日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第８３３号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第２項の

規定による届出を審査した結果、次の加入区について、同法第１１２

条第１項の規定による同意があったと認めたので、同法第１１２条の

２第３項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）

第２６条の３の規定により告示する。

平成２３年６月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

（東予地方局産業経済部管内）

ひうち加入区
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�愛媛県告示第８３４号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１３条の２第１項第

１号の規定により、次の加入区について、漁船損害等補償法に基づ

く付保義務の発生（平成１９年６月愛媛県告示第１１８７号）による保険

に付すべき義務は、平成２３年６月２７日限り消滅したので、同条第２

項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）第２６

条の３の規定により告示する。

平成２３年６月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

（東予地方局産業経済部管内）

ひうち加入区

�������
�愛媛県告示第８３５号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、四国中央市役所におい

て告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができ

る。

平成２３年６月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

四国中央市

四国中央市三島宮川４丁目６番５５号

代表者 四国中央市長 井原 巧

四国中央市三島宮川３丁目４番１５号

２ 埋立区域

� 位置

四国中央市寒川町字大門４７６５番５３の地先公有水面

� 区域

次の各地点を順次直線で結んだ線並びに�の地点と�の地点
を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋３．８０メートル）

における陸と公有水面との接する線により囲まれた区域

基点（四国中央市寒川町江元三等三角点）は、北緯３３度５８分

１１．６７４１秒、東経１３３度３０分１９．８８６２秒の地点

�の地点は、基点から真北２６０度４４分３５秒３１８．２８メートルの
地点

�の地点は、�の地点から真北２７４度３５分０１秒２２．３８メートル
の地点

�の地点は、�の地点から真北３５３度３６分２７秒３．２０メートル
の地点

�の地点は、�の地点から真北３５４度０６分４３秒７．６１メートル
の地点

�の地点は、�の地点から真北３５１度３１分５４秒６．６９メートル
の地点

�の地点は、�の地点から真北０度２４分１０秒６．３１メートルの
地点

�の地点は、�の地点から真北６９度４６分４９秒７．８５メートルの
地点

	の地点は、�の地点から真北６７度２３分１４秒９．０４メートルの

地点


の地点は、	の地点から真北６１度１９分２３秒１．７１メートルの
地点

�の地点は、
の地点から真北３３度１３分４８秒６．０７メートルの
地点

�の地点は、�の地点から真北３２度３９分３０秒１４．６５メートル
の地点

� 面積

８１３．４３平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１５年２月２０日 愛媛県指令港第９０号

４ しゅん功認可年月日

平成２３年６月２８日

�������
�愛媛県告示第８３６号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、八幡浜市役所において

告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができる。

平成２３年６月２８日

三崎港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 中 村 時 広

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

伊方町

西宇和郡伊方町湊浦１９９３番地１

代表者 伊方町長 山下 和彦

西宇和郡伊方町湊浦１００２番地２０

２ 埋立区域

� 位置

西宇和郡伊方町井野浦１番及び１９番の地先公有水面

� 区域

次の１点から４点までを順次直線で結んだ線並びに４点と１

点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．３４メートル）

における陸と公有水面との接する線により囲まれた区域

基点（伊予三崎港井野浦第一防波堤灯台）は、北緯３３度２２分

３０秒、東経１３２度６分１９．１秒の地点

１点は、基点から真北１０８度３２分２５秒９１８．３４メートルの地点

２点は、１点から真北１０７度０３分４３秒６．３０メートルの地点

３点は、２点から真北１０８度４９分３１秒１５．７８メートルの地点

４点は、３点から真北１０８度０２分１８秒３６．１２メートルの地点

� 面積

６６９．６９平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１３年１２月１７日 愛媛県指令港第８１５号

４ しゅん功認可年月日

平成２３年６月２８日

愛 媛 県 報平成２３年６月２８日 第２２７９号

５７５



�愛媛県告示第８３７号
建築物に関する中間検査の実施（平成１３年５月愛媛県告示第１０２１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２３年６月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

１ 省略

２ 中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模

次に掲げる構造、用途及び規模の建築物（法第７条の３第１項

第１号に掲げる工程を含む建築物を除く。）

�～� 省略

３ 省略

４ 省略

�愛媛県告示第８３８号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２３年６月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８３９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年６月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８４０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年６月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 省略

２ 中間検査を行う期間

平成１３年７月１日から平成２３年６月３０日まで

３ 中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模

�～� 省略

４ 省略

５ 省略

改 正 後 改 正 前

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１９）第１６０９４号 平成１９年
４月３日 大和設備 長野 和麿 四国中央市妻鳥町７６７－

１
平成２３年
５月１１日

土木工事業
とび・土工工事業
管工事業
ほ装工事業

建設業の廃止

（般－１８）第１５９５４号 平成１８年
６月６日 村上建設 村上 正通 今治市伯方町有津甲１５５０

－５
平成２３年
５月１２日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１９）第８４８０号 平成１９年
１０月１２日 日幸化学工業㈱ 山内 研二 今治市郷本町３－４－２２ 平成２３年

５月１８日 建築工事業 建設業の廃止
（一部）

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山松前伊予線 松山市余戸中六丁目９０６番６地内

旧 ７．５～８．９ ０．００６

新 ８．９～８．９ ０．００６
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�愛媛県訓令第１２号
庁 中 一 般

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２３年６月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

別表第６（第４条関係）

知事の権限に属する経済労働部関係事務に係る特定決裁事項

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知
事

専決者

名 部
長

局
長

課
長

国

際

交

流

課

１～７ 省

略

８ 旅券法

の施行に

関する事

務

１ 一般旅券の発給の申請の

受理（第３条第１項から第

３項まで、旅券法施行規則

（以下この部において「省

令」という。）第２条第３

項、第４項、第３条第１

項、第２項）

○

２ 省略

３ 一般旅券の作成（第５

条、第７条、第２１条の２、

旅券法施行令（以下この部

に お い て「政 令」と い

う。）第４条 第１項 第１

号）

○

４ 省略

５ 一般旅券への渡航先の追

加の申請の受理（第３条第

３項 、第９条第１

項、第３項、省令第２条第

３項、第４項、第３条第１

項、第２項）

○

６ 一般旅券への渡航先の追

加記載（第９条第１項、第

２１条の２、政令第４条第１

項第２号）

○

別表第６（第４条関係）

知事の権限に属する経済労働部関係事務に係る特定決裁事項

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知
事

専決者

名 部
長

局
長

課
長

国

際

交

流

課

１～７ 省

略

８ 旅券法

の施行に

関する事

務

１ 一般旅券の発給の申請の

受理（第３条第１項から第

３項まで、旅券法施行規則

（以下この部において「省

令」という。）第２条第３

項、第４項、第３条第１

項、第２項）

○

２ 省略

３ 省略

４ 一般旅券の渡航先 の追

加の申請の受理（第３条第

３項、第４項、第９条第１

項、第３項、省令第２条第

３項、第４項、第３条第１

項、第２項）

○

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山松前伊予線
松山市余戸中六丁目７９２番６から

同市余戸中六丁目７９２番４まで

旧 ７．２～９．５ ０．０２２

新 ７．２～９．７ ０．０２２

訓 令

改 正 後 改 正 前

愛 媛 県 報平成２３年６月２８日 第２２７９号
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７ 一般旅券の記載事項の訂

正（ 第１０条

第１項ただし書 、

第２１条の２、政令

第４条第１

項第３号、省令第３条第１

項、第２項、第５項）

○

８ 省略

９ 一般旅券の査証欄の増補

（ 第１２条第

１項、第２１条の２、政令第

４条第１項第５号、省令第

３条第１項、第２項、第５

項）

○

１０ 一般旅券の発給をしない

場合等の通知及び一般旅券

の返納命令に係る書面の交

付（第１４条、第１９条第４

項、第２１条の２、政令第４

条第１項第６号）

○

１１ 一般旅券の紛失又は焼失

に係る届出の受理（第１７条

第１項から第３項まで、省

令第２条第３項、第７条第

３項、第５項、第１４条第３

項、第１５条第３項）

○

１２ 一般旅券の紛失又は焼失

に係る届出を外務省で行う

必要性の認定（第１７条第１

項ただし書）

○

１３ 一般旅券の返納の受理

（第１９条第５項）

○

１４ 省略

９ 東日本

大震災の

被災者に

係る一般

旅券の発

給の特例

に関する

法律の施

行に関す

る事務

１ 震災特例旅券の作成（第

２条第１項、第２項、第４

項、旅券法第７条、東日本

大震災の被災者に係る一般

旅券の発給の特例に関する

法律施行令第２条第１項）

○

２ 震災特例旅券の交付（第

３条第１項、旅券法第８条

第１項、第３項、東日本大

震災の被災者に係る一般旅

券の発給の特例に関する法

律施行規則本則、旅券法施

行規則第７条第３項、第５

項）

○

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

５ 一般旅券の記載事項の訂

正（第３条第４項、第１０条

第１項ただし書、第４項、

第２１条の２、旅券法施行令

（以下この部において「政

令」という。）第４条第１

項第３号、省令第３条第１

項、第２項、第５項）

○

６ 省略

７ 一般旅券の査証欄の増補

（第３条第４項、第１２条第

１項、第３項 、政令第

４条第１項第５号、省令第

３条第１項、第２項、第５

項）

○

８ 一般旅券の発給をしない

場合等の通知及び一般旅券

の返納命令に係る書面の交

付（第１４条、第１９条第４

項、第２１条の２、政令第４

条第１項第６号）

○

９ 一般旅券の紛失又は焼失

に係る届出の受理（第１７条

第１項から第３項まで、省

令第２条第３項、第７条第

３項、第５項、第１４条第３

項、第１５条第３項）

○

１０ 一般旅券の紛失又は消失

に係る届出を外務省で行う

必要性の認定（第１７条第１

項ただし書）

○

１１ 省略
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�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２３年６月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

土地の売払い

� 売り払う土地の所在地、地目及び地積

所在地 地目 地積

松山市溝辺町甲３６３番１ 宅 地 ２，１５６．８１㎡

松山市溝辺町甲３７３番２ 宅 地 ２５３．７４㎡

松山市溝辺町甲３７６番２ 宅 地 ４５３．３９㎡

松山市溝辺町甲３４６番 宅 地 ４，０９２．６６㎡

松山市溝辺町甲３４５番１ 宅 地 ３３１．３４㎡

松山市溝辺町甲３４４番２ 宅 地 ３２．６１㎡

松山市溝辺町甲３５１番１ 宅 地 ５６１．０２㎡

２ 入札に参加する者に必要な資格等

� 入札に参加する者に必要な資格

次のいずれにも該当しない者であること。

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の

規定に該当する者

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力

団」という。）及び警察当局から排除要請がある者

� 入札参加申込書の提出

この一般競争入札に参加を希望する者は、あらかじめ入札参

加申込書を次により提出すること。入札参加申込書の提出のな

い者の入札への参加は認めない。

ア 提出期間

平成２３年６月２８日（火）から８月１６日（火）までの執務時

間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５

分までをいう。）

イ 提出場所

愛媛県総務部管理局総務管理課財産管理グループ

〒７９０－８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２－２２５５

ウ 提出方法

持参又は郵送等（書留郵便又は民間事業者による信書の送

達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定

する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信

書便事業者による同条第２項に規定する信書便の役務のうち

書留郵便に準ずるものに限る。以下同じ。）により提出する

こと。電送による提出は、認めない。

エ 郵送等による提出の取扱い

郵送等による提出の場合は、平成２３年８月１６日（火）午後

５時１５分までに、イに掲げる場所に必着のこと。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書及び入札参加申込書の交

付場所並びに問い合わせ先

�イに掲げる場所
イ 入札心得書及び入札参加申込書の交付方法

�イに掲げる場所で交付する。
ウ 現地説明の日時及び場所

� 日時

平成２３年７月２１日（木）午前１０時

� 場所

売り払う土地の所在地

３ 入札及び開札

� 入札及び開札の日時

平成２３年８月３１日（水）午前１０時

� 入札及び開札の場所

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁第一別館１１階会議室

� 入札書の提出方法

持参により提出すること。

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札保証金

を納付しなければならない。ただし、指定金融機関、指定代

理金融機関又は収納代理金融機関が振出し又は支払保証をし

た小切手をもって入札保証金の納付に代えることができる。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金を納付

しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者
に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無

効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３条の規

定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高価格を

もって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

� 売り払う土地の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から１０年間、売り払う土地を風俗

営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法

律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項

に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用

に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、売り

払う土地の所有権を第三者に移転し、若しくは売り払う土地

を第三者に貸してはならない。

イ 落札者は、契約締結の日から１０年間、売り払う土地を暴力

団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある

団体等であることが指定されているものの事務所その他これ

公 告
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に類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを

知りながら、売り払う土地の所有権を第三者に移転し、若し

くは売り払う土地を第三者に貸してはならない。

ウ ア又はイの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約

金として県に支払わなければならない。

� その他

詳細は、入札心得書による。

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２３年６月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

土地（建付地）の売払い

� 売り払う土地（建付地）の所在地、地目及び地積等

土 地 建 物
予定価格

所 在 地 地 目 地 積 種 類 構 造 床 面 積

今治市吉海町福田１３６３番 宅 地 ６１７．２５㎡ 居 宅 ブロック造
瓦葺平家建外 １９９．０２㎡ ２，９１０，０００円

２ 入札に参加する者に必要な資格等

� 入札に参加する者に必要な資格

次のいずれにも該当しない者であること。

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）

及び警察当局から排除要請がある者

� 入札参加申込書の提出

この一般競争入札に参加を希望する者は、あらかじめ入札参加申込書を次により提出すること。入札参加申込書の提出のない者の入

札への参加は認めない。

ア 提出期間

平成２３年６月２８日（火）から７月２７日（水）までの執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分までをい

う。）

イ 提出場所

愛媛県総務部管理局総務管理課財産管理グループ

〒７９０－８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２－２２５５

ウ 提出方法

持参又は郵送等（書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定する一般信

書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの

に限る。以下同じ。）により提出すること。電送による提出は、認めない。

エ 郵送等による提出の取扱い

郵送等による提出の場合は、平成２３年７月２７日（水）午後５時１５分までに、イに掲げる場所に必着のこと。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書及び入札参加申込書の交付場所並びに問合せ先

�イに掲げる場所
イ 入札心得書及び入札参加申込書の交付方法

�イに掲げる場所で交付する。
ウ 現地説明の日時及び場所

� 日時

平成２３年７月１２日（火）午後１時

� 場所

売り払う土地の所在地

３ 入札及び開札
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� 入札及び開札の日時

平成２３年８月１０日（水）午前１１時

� 入札及び開札の場所

今治市旭町一丁目４番地９

愛媛県東予地方局今治支局４階大会議室

� 入札書の提出方法

持参により提出すること。

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、指定金融機関、指定代理金融機関

又は収納代理金融機関が振出し又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納付に代えることができる。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金を納付しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。
� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高価格をもって有

効な入札を行った入札者を落札者とする。

� 売り払う土地の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から１０年間、売り払う土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供し、又はこれらの用

に供されることを知りながら、売り払う土地の所有権を第三者に移転し、若しくは売り払う土地を第三者に貸してはならない。

イ 落札者は、契約締結の日から１０年間、売り払う土地を暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であ

ることが指定されているものの事務所その他これに類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、売り払う

土地の所有権を第三者に移転し、若しくは売り払う土地を第三者に貸してはならない。

ウ ア又はイの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約金として県に支払わなければならない。

� その他

詳細は、入札心得書による。
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特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２３年６月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２３年６月１６日 特定非営利活動法人えひめ子ど
もチャレンジ支援機構 井 門 照 雄 松山市上野町甲６５０番地 この法人は、青少年が主体的に企画・実施する

チャレンジ活動を支援する事業を行いながら、
青少年の職業観や勤労観の育成、健全な食生活
に向けての意識・態度形成、さらには対人関係
能力の向上やボランティア活動の推進を図り、
公益に寄与することを目的とする。

平成２３年６月２８日 発行
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